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序

本
稿
の
課
題
は
、
平
安
時
代
後
期
の
院
権
力
が
開
発
し
た
平
安
京
周
縁
地
域
と
水

無
瀬
殿
に
即
し
て
、
後
鳥
羽
院
の
都
市
政
策
を
論
ず
る
こ
と
に
あ
る
。

日
本
古
代
の
首
都
＝
平
安
京
か
ら
中
世
の
首
都
＝
京
都
へ
の
変
容
の
諸
相
に
つ
い

て
は
、
都
市
論
の
み
な
ら
ず
建
築
史
・
宗
教
史
な
ど
の
様
々
な
分
野
に
関
わ
る
課
題

と
し
て
研
究
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
政
治
史
の
立
場
か
ら
注
目
さ
れ

る
の
は
、
特
に
平
安
時
代
後
期
に
院
権
力
が
開
発
を
主
導
し
た
平
安
京
周
縁
地
域

―
具
体
的
に
は
白
河
院
・
鳥
羽
院
・
後
白
河
院
が
主
導
し
た
白
河
地
域
・
鳥
羽
殿
・

法
住
寺
殿

―
に
つ
い
て
の
研
究
の
進
展
で
あ
る①
。

院
・
摂
関
家
・
平
家
と
い
っ
た
権
門
に
よ
る
都
市
開
発
を
概
念
化
す
る
研
究
成
果

も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
美
川
圭
氏
は
、
荘
園
制
と
と
も
に
権
門
が
成
立
し
、
拠
点
と

な
る
平
安
京
周
縁
地
域
の
開
発
が
進
ん
だ
と
し
て
、「
権
門
都
市
」
と
い
う
概
念
を
提

示
し
、
宇
治
・
鳥
羽
殿
・
法
住
寺
殿
・
六
波
羅
と
い
っ
た
権
門
都
市
の
創
出
と
吸
収

を
経
て
中
世
都
市
京
都
が
成
立
し
た
と
す
る②
。
ま
た
山
田
邦
和
氏
は
、
美
川
氏
の
権

門
都
市
概
念
に
対
し
て
、
国
家
公
権
の
体
現
者
で
も
あ
る
治
天
の
君
と
他
権
門
の
差

別
化
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、院
が
建
設
を
主
導
し
た
新
都
市
を
「
院
政
王
権
都
市
」

と
概
念
化
し
、
平
安
後
期
の
白
河
・
鳥
羽
・
後
白
河
の
三
院
が
建
設
し
た
白
河
・
鳥

羽
殿
・
法
住
寺
殿
と
、
鎌
倉
中
期
の
後
嵯
峨
院
が
建
設
し
た
嵯
峨
が
そ
れ
に
あ
た
る

と
し
た③
。

こ
れ
ら
の
研
究
を
踏
ま
え
た
と
き
、
残
さ
れ
た
課
題
と
な
る
の
が
、
後
白
河
と
後

嵯
峨
の
間
に
位
置
す
る
後
鳥
羽
院
政
期
の
評
価
で
あ
ろ
う
。
後
鳥
羽
は
治
承
四
年

（
一
一
八
〇
）
に
生
ま
れ
、建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
に
祖
父
の
後
白
河
院
が
死
去
し
た

の
ち
親
政
を
し
き
、建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
土
御
門
天
皇
に
譲
位
し
て
院
政
を
開
始

し
、
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
の
承
久
の
乱
に
敗
れ
、
隠
岐
に
流
さ
れ
た
。

も
ち
ろ
ん
従
来
も
後
鳥
羽
に
全
く
言
及
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
後
鳥
羽
が
水
無

瀬
殿
に
度
々
赴
い
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。「
院
政
と
平
安
京
周
縁
地
域
」の

視
点
か
ら
後
鳥
羽
に
論
究
し
た
も
の
と
し
て
、
美
川
氏
は
「
後
鳥
羽
上
皇
は
、
最
勝

金
剛
院
造
営
に
よ
る
白
河
地
区
の
復
興
、
鳥
羽
殿
の
修
理
と
利
用
、
水
無
瀬
殿
の
造

営
な
ど
に
積
極
的
で
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
王
家
の
新
た
な
中
心
と
な
る
よ
う
な
権

門
都
市
を
生
み
出
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
す
る④
。
ま
た
山
田
氏
は
後
鳥

羽
の
水
無
瀬
殿
に
つ
い
て
、
院
政
王
権
都
市
へ
と
成
長
し
た
可
能
性
も
な
い
わ
け
で

は
な
い
と
す
る
。
し
か
し
都
市
構
造
が
未
解
明
で
あ
る
と
断
っ
た
上
で
、
都
市
の
成

熟
に
一
定
の
歳
月
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
程
度
の
商
業
的
集
積
は
あ
っ

た
が
、都
市
的
発
達
は
成
熟
に
い
た
ら
な
か
っ
た
と
評
価
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

後
鳥
羽
が
複
数
の
京
外
離
宮
を
併
用
し
、
水
無
瀬
殿
だ
け
に
精
力
を
注
ぎ
込
ん
だ
わ

け
で
は
な
い
点
を
指
摘
す
る
（
注
③
山
田
Ｂ
論
文
二
八
九
頁
以
下
）。

以
上
の
ご
と
く
美
川
氏
・
山
田
氏
は
水
無
瀬
殿
に
つ
い
て
権
門
都
市
・
院
政
王
権

都
市
と
し
て
は
否
定
的
評
価
を
示
唆
す
る
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
従
来
は
水
無
瀬
殿

に
つ
い
て
の
実
態
解
明
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
、
正
面
か
ら
議
論
す
る
研
究
段
階

後
鳥
羽
院
と
平
安
京
周
縁
地
域

―
院
政
の
展
開
と
水
無
瀬
殿

―

長　

村　

祥　

知
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に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
今
日
で
は
、
古
代
の
河
陽
離

宮
か
ら
の
展
開
が
検
討
さ
れ
て
い
る
ほ
か⑤
、豊
田
裕
章
氏
が
精
力
的
に
研
究
を
重
ね
、

水
無
瀬
殿
（
氏
は
「
水
無
瀬
離
宮
」
と
い
う
呼
称
も
併
用
す
る
）
の
空
間
構
造
の
復
元
や

時
期
区
分
、
選
地
思
想
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る⑥
。

ま
た
、
水
無
瀬
殿
の
評
価
と
は
別
に
本
稿
が
重
視
し
た
い
の
は
、
美
川
氏
・
山
田

氏
も
指
摘
す
る
、
後
鳥
羽
が
白
河
地
域
や
鳥
羽
殿
を
復
興
・
修
理
し
て
複
数
の
京
外

離
宮
を
併
用
し
て
い
た
と
す
る
点
で
あ
る
。
加
え
て
後
鳥
羽
院
政
期
に
は
、
院
近
臣

を
費
用
負
担
者
と
し
て
、
洛
中
を
含
む
諸
所
の
院
御
所
の
造
営
が
度
重
な
っ
た
こ
と

も
指
摘
さ
れ
て
い
る⑦
。
後
鳥
羽
が
前
代
の
院
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
財
力
・
求
心
力

を
有
し
な
が
ら
、
前
代
の
院
と
は
財
や
御
所
の
使
途
が
異
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

都
市
政
策
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
実
を
解
明
す
る
こ
と

は
、
中
世
都
市
京
都
が
成
立
す
る
過
程
に
果
た
し
た
院
権
力
の
主
導
性
を
重
視
す
る

従
来
の
研
究
視
角
か
ら
も
改
め
て
追
求
す
べ
き
課
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
課

題
は
、
十
二
世
紀
ま
で
に
開
発
・
建
設
さ
れ
た
権
門
都
市
・
院
政
王
権
都
市
が
「
そ

の
後
ど
う
な
っ
た
の
か
」
の
研
究
が
従
来
は
十
分
で
は
な
い
と
い
う
課
題
に
も
通
底

す
る⑧
。

か
つ
て
不
十
分
だ
っ
た
後
鳥
羽
院
の
研
究
も
今
日
で
は
進
展
し
、
多
芸
多
能
・
諸

道
興
隆
の
帝
王
と
し
て
の
再
評
価
が
試
み
ら
れ⑨
、
彼
が
直
面
し
た
政
治
課
題
と
儀
礼

の
関
わ
り
や
詳
細
な
年
譜
も
公
刊
さ
れ
た⑩
。
院
政
の
展
開
史
上
に
お
い
て
も
、
平
安

後
期
の
院
や
鎌
倉
中
後
期
の
院
と
の
連
続
性
や
段
階
差
が
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る⑪
。
後

鳥
羽
院
政
論
と
し
て
も
、
平
安
京
周
縁
地
域
に
対
す
る
都
市
政
策
の
解
明
は
重
要
課

題
と
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。
後
鳥
羽
と
い
え
ば
承
久
の
乱
の
敗
北
と
い
う
結
末
が
目

立
つ
が
、
従
来
の
院
に
比
し
て
京
の
治
安
は
安
定
し
て
お
り
、
貴
族
社
会
に
君
臨
し

た
院
権
力
と
い
う
点
で
も
相
当
に
強
大
で
あ
っ
た
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
水
無
瀬
は
、
他
の
権
門
都
市
・
院
政
王
権
都
市
に
比
し
て
は
る
か
に
洛
中
か
ら

離
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
も
合
わ
せ
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
関
心
か
ら
な
る
本
論
に
先
立
ち
、
平
安
後
期
の
白
河
院
・
鳥
羽
院
・
後
白

河
院
が
開
発
し
た
平
安
京
周
縁
地
域
の
特
徴
を
確
認
し
て
お
く⑫
。

白
河
院
・
鳥
羽
院
が
開
発
し
た
の
が
白
河
地
域
と
鳥
羽
殿
で
あ
る
。
白
河
地
域
に

は
、
白
河
天
皇
の
勅
願
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
法
勝
寺
を
は
じ
め
、
白
河
・
鳥
羽
院

政
期
に
い
わ
ゆ
る
六
勝
寺
が
建
立
さ
れ
た
。法
勝
寺
に
は
八
角
九
重
塔
が
建
立
さ
れ
、

国
家
的
法
会
た
る
北
京
三
会
の
一
つ
法
勝
寺
大
乗
会
が
創
始
さ
れ
た
。
一
方
、
鳥
羽

殿
は
、
白
河
・
鳥
羽
院
政
期
に
院
の
家
政
の
拠
点
と
し
て
用
い
ら
れ
、
勝
光
明
院
宝

蔵
も
造
営
さ
れ
た
。
ま
た
鳥
羽
殿
に
は
、
白
河
院
の
成
菩
提
院
陵
、
鳥
羽
院
の
安
楽

寿
院
（
本
御
塔
）
陵
、
近
衛
天
皇
の
安
楽
寿
院
南
（
新
御
塔
）
陵
が
設
置
さ
れ
、
天
皇

家
の
墓
所
と
い
う
性
格
が
生
じ
て
い
た
。

し
か
し
後
白
河
院
は
、
白
河
地
域
と
鳥
羽
殿
を
主
要
拠
点
と
し
て
は
用
い
ず
、
新

た
に
六
波
羅
に
近
接
す
る
法
住
寺
殿
を
形
成
し
、
そ
こ
に
蓮
華
王
院
宝
蔵
を
設
け
、

自
身
と
建
春
門
院
の
墓
を
も
設
け
た
。

以
下
で
は
、
如
上
の
平
安
後
期
に
開
発
さ
れ
た
白
河
地
域
・
鳥
羽
殿
・
法
住
寺
殿

の
「
そ
の
後
」
を
意
識
し
て
後
鳥
羽
の
都
市
政
策
を
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

１　

後
鳥
羽
院
と
白
河
地
域

後
鳥
羽
は
白
河
地
域
の
開
発
を
再
び
進
め
た
。

承
元
元
年
（
一
二
〇
七
）
七
月
廿
八
日
、
後
鳥
羽
は
、
五
辻
殿
か
ら
壊
ち
渡
し
た
白

河
泉
殿
（「
白
河
新
御
所
」「
押
小
路
新
御
所
」）
に
移
徙
し
た
（『
大
日
本
史
料
』
四
編
九
冊

七
五
〇
頁
以
下
）。

さ
ら
に
同
年
十
一
月
廿
七
日
に
は
白
河
新
御
堂
御
所
に
移
徙
し
て
（『
大
日
本
史
料
』

四
編
九
冊
八
二
九
頁
以
下
）、
同
廿
九
日
に
は
「
新
御
堂
供
養
〈
号
最
勝
四
天
王
院
〉」

を
行
っ
て
い
る
（『
仲
資
王
記
』）。
最
勝
四
天
王
院
と
称
さ
れ
た
こ
の
御
所
に
は
、
障

子
和
歌
四
百
六
十
首
と
名
所
絵
四
十
六
が
貼
ら
れ
て
お
り
、
後
鳥
羽
に
よ
る
国
土
支
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配
の
象
徴
と
い
え
る⑬
。
翌
承
元
二
年
三
月
廿
八
日
に
は
「
最
勝
四
天
王
院
内
薬
師
堂

供
養
」
も
行
わ
れ
た
（『
百
練
抄
』）。

ま
た
平
安
後
期
に
お
け
る
院
政
の
象
徴
的
建
造
物
で
あ
っ
た
法
勝
寺
九
重
塔
が
承

元
二
年
（
一
二
〇
八
）
五
月
十
五
日
に
雷
で
焼
失
し
た
が
、後
鳥
羽
は
そ
の
再
建
に
着

手
し
、
建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）
四
月
廿
六
日
に
法
勝
寺
九
重
塔
供
養
を
行
い
、
多
数

の
武
士
を
警
固
に
動
員
し
て
い
る
（『
明
月
記
』）。

後
鳥
羽
は
白
河
地
域
の
宗
教
的
機
能
を
強
化
し
、
そ
こ
に
多
数
の
武
士
を
動
員
す

る
と
い
う
、
宗
教
と
武
力
の
掌
握
者
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
空
間
と
し
て
再
建
し

た
の
で
あ
る⑭
。

た
だ
し
後
鳥
羽
は
、承
久
二
年
（
一
二
二
〇
）
十
月
に
は
最
勝
四
天
王
院
を
壊
ち
て

五
辻
殿
に
移
築
し
て
い
る⑮
。そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

２　

後
鳥
羽
院
と
鳥
羽
殿

鳥
羽
殿
に
つ
い
て
も
後
鳥
羽
は
、建
仁
元
年
（
一
二
〇
一
）、建
永
元
年
（
一
二
〇
六
）、

建
保
元
年
（
一
二
一
三
）
の
三
度
、御
所
を
造
営
し
て
い
る
。
鳥
羽
殿
で
は
武
芸
や
武

力
と
の
関
わ
り
が
注
目
さ
れ
る
。

院
が
主
催
す
る
鳥
羽
の
城
南
寺
祭
は
白
河
院
政
期
に
始
ま
り
、
鳥
羽
院
政
期
に
は

北
面
の
武
士
が
射
手
と
な
る
流
鏑
馬
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る⑯
。
し
か
し
城
南
寺

祭
は
後
白
河
院
政
期
に
衰
退
し
、
軍
事
儀
礼
を
含
む
院
御
所
の
鎮
守
祭
と
い
う
役
割

は
、法
住
寺
殿
の
至
近
に
位
置
す
る
新
日
吉
社
の
小
五
月
会
に
移
っ
た⑰
。
後
鳥
羽
は
、

後
白
河
に
引
き
続
き
新
日
吉
社
小
五
月
会
を
主
催
す
る
と
と
も
に
、
一
方
で
鳥
羽
の

城
南
寺
で
も
競
馬
や
笠
懸
・
小
弓
と
い
っ
た
武
芸
を
楽
し
ん
だ⑱
。
承
久
三
年

（
一
二
二
一
）
四
月
下
旬
、
後
鳥
羽
が
承
久
の
乱
の
初
発
と
な
る
伊
賀
光
季
追
討
の
た

め
に
軍
勢
を
集
め
た
名
目
も
城
南
寺
の
行
事
で
あ
っ
た⑲
。「
武
の
空
間
」と
い
う
鳥
羽

殿
の
性
格
を
後
鳥
羽
は
回
復
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
鳥
羽
殿
に
設
置
さ
れ
た
「
御

」
は
治
天
の
馬
政
の
拠
点
で
あ
り
、
鳥
羽

院
政
期
以
降
、
院
御

別
当
は
左
馬
寮
知
行
者
と
一
体
の
政
治
勢
力
で
あ
る
こ
と
が

多
く
、
そ
の
場
合
に
は
鳥
羽
殿
の
管
理
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る⑳
。

院
御

別
当
に
は
、
鳥
羽
院
政
期
か
ら
最
大
級
の
在
京
武
力
保
持
者
の
在
任
が
目

立
つ
よ
う
に
な
り
、
鳥
羽
院
政
期
に
は
藤
原
家
成
・
平
忠
盛
・
清
盛
が
つ
と
め
て
い

た
が
、保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
八
月
の
後
白
河
院
政
開
始
時
に
は
院
の
寵
臣
の
藤
原

信
頼
が
補
任
さ
れ
る
。
信
頼
が
平
治
の
乱
（
一
一
五
九
）
で
討
た
れ
た
の
ち
は
、平
清

盛
・
重
盛
・
宗
盛
が
連
続
し
、
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
十
一
月
政
変
後
の
高
倉
院
御

別
当
は
平
知
盛
が
つ
と
め
た
。平
家
が
擁
立
し
た
高
倉
院
が
治
承
五
年（
一
一
八
一
）

正
月
に
没
し
た
後
は
、
院
近
臣
藤
原
朝
方
が
院
御

別
当
に
在
任
し
た
ら
し
い
が
、

寿
永
二
年（
一
一
八
三
）十
一
月
の
法
住
寺
合
戦
後
に
は
木
曾
義
仲
が
就
任
し
て
い
る
。

義
仲
が
翌
年
正
月
に
鎌
倉
幕
府
軍
に
討
た
れ
た
の
ち
、
後
白
河
は
元
暦
二
年

（
一
一
八
五
）
四
月
に
源
義
経
を
院
御

別
当
に
補
任
す
る
が
、
同
年
十
一
月
に
は
義

経
も
源
頼
朝
と
の
関
係
悪
化
に
よ
り
京
を
離
れ
る
こ
と
と
な
り
、
北
条
時
政
が
頼
朝

の
代
官
と
し
て
院
御

を
一
時
領
し
た
の
ち
、
同
年
十
二
月
の
廟
堂
改
革
で
よ
う
や

く
藤
原
朝
方
が
別
当
に
復
し
、
の
ち
に
鎌
倉
幕
府
の
京
都
守
護
で
も
あ
る
一
条
能
保

が
補
任
さ
れ
た
。

か
か
る
政
治
情
勢
に
伴
っ
て
後
白
河
に
よ
る
鳥
羽
殿
の
掌
握
が
不
十
分
だ
っ
た
こ

と
も
、後
白
河
が
法
住
寺
殿
に
様
々
な
機
能
を
集
約
し
た
こ
と
の
一
前
提
で
あ
ろ
う
。

後
鳥
羽
は
、建
久
十
年
（
一
一
九
九
）
の
三
左
衛
門
事
件
を
機
に
西
園
寺
公
経
の
院

御

別
当
を
解
任
し
、
自
身
の
祖
父
で
あ
る
坊
門
信
清
を
補
任
し
た
。
信
清
は
鎌
倉

殿
源
実
朝
の
舅
と
な
り
、
の
ち
に
は
信
清
の
男
坊
門
忠
信
が
院
御

別
当
を
つ
と
め

る
。
後
鳥
羽
は
彼
等
を
介
し
て
鳥
羽
殿
を
掌
握
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
ご
と
く
、
鳥
羽
殿
の
「
武
」
と
い
う
点
で
、
白
河
院
・
鳥
羽
院
の
創
始
・

掌
握
、
後
白
河
院
の
後
退
、
後
鳥
羽
に
よ
る
回
復
と
い
う
段
階
差
が
見
出
せ
る
。
た

だ
し
後
鳥
羽
も
、
か
つ
て
の
白
河
院
・
鳥
羽
院
ほ
ど
に
は
鳥
羽
殿
を
重
視
せ
ず
、
淀



一
二
七

後
鳥
羽
院
と
平
安
京
周
縁
地
域

629

川
流
域
の
拠
点
と
し
て
は
水
無
瀬
殿
を
よ
り
重
視
し
て
い
る
。

３　

後
鳥
羽
院
と
法
住
寺
殿
・
六
波
羅

法
住
寺
殿
は
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
十
一
月
に
木
曾
義
仲
の
攻
撃
に
よ
っ
て
焼
失

し
た
。
翌
年
正
月
に
義
仲
が
鎌
倉
幕
府
軍
に
討
た
れ
る
と
、
後
白
河
は
鎌
倉
幕
府
が

保
護
す
る
六
条
殿
へ
移
っ
た
。
後
白
河
が
六
条
殿
に
設
け
た
持
仏
堂
は
長
講
堂
と
な

り
、
建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
の
後
白
河
の
没
後
、
後
白
河
の
追
善
供
養
で
あ
る
長
講

堂
御
八
講
が
修
さ
れ
る
。
六
条
殿
は
、
後
白
河
の
女
で
あ
る
宣
陽
門
院
覲
子
や
、
覲

子
が
養
子
と
し
た
雅
成
親
王
の
御
所
と
し
て
利
用
さ
れ
、
後
鳥
羽
が
御
所
と
し
て
用

い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
方
、法
住
寺
殿（「
東
山
南
殿
」）は
、建
久
二
年（
一
一
九
一
）

に
源
頼
朝
が
修
造
し
、
御
所
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
（『
玉
葉
』

十
二
月
十
六
日
条
）、
こ
こ
も
後
鳥
羽
が
御
所
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

以
上
か
ら
す
れ
ば
、
後
鳥
羽
は
法
住
寺
殿
を
院
御
所
と
し
て
は
放
棄
し
た
と
い
え

る
。
た
だ
し
、
法
住
寺
殿
至
近
の
新
日
吉
社
で
開
催
さ
れ
る
小
五
月
会
は
、
後
白
河

が
没
す
る
前
年
の
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
六
月
五
日
に
開
催
さ
れ
た
の
ち
は
中
絶
し

て
い
た
が
、後
鳥
羽
が
院
政
を
開
始
し
た
正
治
元
年
（
一
一
九
八
）
の
五
月
九
日
に
再

興
し
、
以
後
毎
年
開
催
し
て
い
る
。
後
鳥
羽
は
、
後
白
河
の
法
住
寺
殿
を
全
く
否
定

し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
最
小
限
の
機
能
を
残
し
て
維
持
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
後
鳥
羽
院
政
期
に
は
、
六
波
羅
・
法
住
寺
殿
の
さ
ら
に
外
縁
部
で
栄
西
や

俊

と
い
っ
た
入
宋
僧
が
建
仁
寺
・
泉
涌
寺
を
創
建
し
、
持
律
持
戒
の
僧
に
よ
る
宋

式
の
寺
院
生
活
が
実
践
さ
れ
た㉑
。
後
鳥
羽
が
積
極
的
に
そ
れ
ら
を
誘
致
し
た
わ
け
で

は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
新
た
な
宗
教
施
設
へ
の
認
可
は
、
法
住
寺
殿
を
院
御
所
と
し

て
充
実
さ
せ
な
い
と
い
う
判
断
の
延
長
上
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
後
白
河
の
法
住
寺
殿
は
、
平
家
の
六
波
羅
と
近
接
し
て
い
た
。
保
元
・

平
治
の
乱
で
院
の
北
面
と
な
る
京
武
者
の
多
く
が
滅
亡
し
、
平
家
が
在
京
武
力
の
保

持
者
と
し
て
突
出
し
た
立
場
と
な
る
な
か
で
、
後
白
河
が
軍
事
的
に
平
家
に
依
存
し

て
い
た
こ
と
が
こ
の
空
間
配
置
に
表
れ
て
い
る
。
か
か
る
後
白
河
と
平
家
の
空
間
の

近
さ
を
考
え
た
と
き
、
内
乱
後
の
院
の
身
体
と
武
力
の
距
離
に
も
注
目
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
。

六
波
羅
は
、「
平
家
の
六
波
羅
」
か
ら
「
鎌
倉
幕
府
の
六
波
羅
」
へ
と
変
化
す
る

が㉒
、
鎌
倉
前
期
に
武
家
集
住
地
と
い
う
性
格
は
弱
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
六
波
羅
に

は
、
頼
朝
上
洛
時
の
宿
所
と
し
て
用
い
ら
れ
、
一
条
高
能
が
「
留
守
」
と
し
て
居
住

し
た
六
波
羅
邸
が
あ
っ
た
が
、
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
十
月
廿
九
日
に
焼
亡
し
た

（『
明
月
記
』）。
京
都
守
護
の
北
条
時
政
・
時
定
と
中
原
親
能
の
宿
所
は
六
波
羅
に
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
京
都
守
護
の
六
波
羅
居
住
は
確
認
で
き
ず
、
御

家
人
も
集
住
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
注
㉒
高
橋
論
文
）。

一
一
八
〇
年
代
の
内
乱
の
余
韻
で
一
一
九
〇
年
代
に
は
在
京
す
る
武
士
自
体
が
少

な
か
っ
た
が
、
一
二
〇
〇
年
代
に
な
っ
て
よ
う
や
く
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
在
京
奨
励

政
策
が
実
体
化
し
、
京
の
治
安
が
改
善
し
た
（
注
⑳
長
村
論
文
）。
一
二
〇
〇
年
代
に

院
政
を
し
い
た
後
鳥
羽
は
、
在
京
武
士
個
々
人
に
対
す
る
組
織
・
動
員
が
可
能
で
あ

り㉓
、
武
家
集
住
地
に
隣
接
・
依
存
す
る
必
要
性
が
低
か
っ
た
の
で
あ
る
。

後
鳥
羽
院
政
期
の
小
五
月
会
に
勤
仕
し
た
の
は
、
後
鳥
羽
と
主
従
関
係
に
あ
る
北

面
・
西
面
・
随
身
と
い
っ
た
、
鎌
倉
幕
府
に
限
定
さ
れ
な
い
多
様
な
武
士
で
あ
り
、

御
家
人
は
少
な
か
っ
た㉔
。
強
訴
防
禦
な
ど
の
軍
事
的
主
力
は
在
京
の
御
家
人
が
占
め

た
が
、
武
芸
の
担
い
手
と
し
て
御
家
人
以
外
の
武
士
も
存
在
し
、
後
鳥
羽
の
判
断
で

彼
等
を
起
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

４　

後
鳥
羽
院
と
水
無
瀬
殿

以
上
の
ご
と
く
、
後
鳥
羽
は
、
白
河
地
域
に
御
所
や
宗
教
施
設
を
新
造
し
、
鳥
羽

殿
を
掌
握
し
て
武
芸
の
場
と
い
う
機
能
を
復
興
し
、
法
住
寺
殿
至
近
で
開
催
さ
れ
る



一
二
八

630

新
日
吉
社
小
五
月
会
を
維
持
し
た
。
御
所
の
造
営
と
い
う
点
に
限
れ
ば
、
後
鳥
羽
の

政
策
は
後
白
河
に
比
し
て
白
河
・
鳥
羽
に
類
似
す
る
面
が
強
い
が
、
後
鳥
羽
は
新
た

に
水
無
瀬
殿
を
重
視
し
て
お
り
、
白
河
・
鳥
羽
へ
の
回
帰
と
は
い
え
な
い
。
す
な
わ

ち
後
鳥
羽
は
、
前
代
の
院
の
権
門
都
市
・
院
政
王
権
都
市
を
否
定
せ
ず
、
し
か
し
特

定
の
院
の
路
線
を
継
承
す
る
こ
と
も
な
く
、
複
数
の
平
安
京
周
縁
地
域
を
多
角
的
に

経
営
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
後
鳥
羽
が
独
自
に
重
視
し
た
水
無
瀬
殿
の
特
徴
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

豊
田
裕
章
氏
は
、
水
無
瀬
殿
の
時
期
区
分
と
し
て
次
の
三
段
階
を
提
示
し
て
い
る
。

第
一
期　

正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
源
通
親
の
山
荘

第
二
期　

元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
八
月
十
三
日
に
移
徙
し
た
御
所

第
三
期　

建
保  

五
年
（
一
二
一
七
）
正
月
十
日
に
移
徙
し
た
「
新
御
所
」（
南
御
所
）
と
、

二
月
の
「
山
上
」「
新
御
所
」
の
造
営㉕

第
一
期
は
、
後
鳥
羽
院
政
が
始
ま
っ
て
間
も
な
く
の
時
期
に
あ
た
り
、
初
期
に
は

源
通
親
が
院
政
を
主
導
し
て
い
た
。
後
鳥
羽
と
水
無
瀬
の
関
わ
り
が
確
認
で
き
る
最

初
の
史
料
は
、『
玉
葉
』
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
正
月
十
二
日
条
の
記
事
「
此
日
、上

皇
為
二
御
方
違
一
、
幸
二
山
崎
辺
内（

源
通
親
）

大
臣
別
業
一
」
で
あ
る
。
こ
の
通
親
の
別
業
を
『
明

月
記
』
正
月
十
二
日
条
は
「
皆
瀬
御
所
」
と
す
る
。
水
無
瀬
の
御
所
造
営
も
当
初
は

源
通
親
が
主
導
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、や
が
て
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
十
月

に
通
親
は
没
す
る
。

源
通
親
の
没
後
は
後
鳥
羽
が
自
発
的
に
水
無
瀬
殿
の
開
発
を
進
め
た
。
後
鳥
羽
は

遠
方
に
も
た
び
た
び
御
幸
し㉖
、
淀
川
北
岸
の
水
無
瀬
殿
か
ら
摂
津
の
四
天
王
寺
や㉗
、

淀
川
南
岸
の
渚
院
・
片
野
（
交
野
）
に
赴
い
て
い
る㉘
。
水
無
瀬
殿
そ
の
も
の
へ
の
関
心

に
加
え
て
、
よ
り
遠
方
へ
の
御
幸
や
遊
興
の
中
継
地
点
と
し
て
も
水
無
瀬
殿
を
利
用

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
三
期
に
あ
た
る
建
保
五
年
（
一
二
一
七
）
の
開
発
は
次
の
史
料
に
記
さ
れ
る
。

史
料
1　
『
明
月
記
』
建
保
五
年
（
一
二
一
七
）
二
月
廿
四
日
条

或
者
語
云
、
河
陽
上
下
公
私
土
木
之
営
、
所
レ
分
給
地
、
面
々
経
営
、
被
レ
移
二

魚
市
一
、
上
下
故
有
二
商
買
之
営
一
。
亜（

源
通
光
）相被

レ
造
二
営
新
御
所
一
、
山
上
有
レ
池
。

池
之
上
被
レ
構
二
滝
一
、
塞
レ
河
堀
レ
山
、
一
両
日
引
レ
水
。
又
件
滝
為
レ
立
二
大
石

一
、
兼
遣
二
取
材
木
一
。
為
レ
引
レ
石
云
々
。
国
家
之
費
只
在
二
此
事
一
歟
。

こ
こ
で
は
、
山
上
に
新
御
所
を
造
営
す
る
な
ど
、
水
無
瀬
殿
の
開
発
を
進
め
て
い

る
こ
と
に
加
え
て
、
魚
市
の
移
設
が
注
目
さ
れ
る
。
大
村
拓
生
氏
は
、
鳥
羽
殿
の
成

立
に
伴
う
古
代
の
山
崎
の
地
位
低
下
に
よ
り
鳥
羽
・
淀
が
浮
上
し
た
と
し
、
淀
魚
市

の
成
立
は
白
河
院
政
期
に
遡
る
か
と
し
て
い
る㉙
。
こ
の
魚
市
を
後
鳥
羽
は
「
河
陽
」

す
な
わ
ち
水
無
瀬
に
移
設
し
た
。
後
鳥
羽
は
、
白
河
・
鳥
羽
院
政
期
に
淀
川
流
通
の

重
要
拠
点
と
し
て
整
備
さ
れ
た
鳥
羽
殿
の
機
能
を
、
水
無
瀬
殿
に
吸
引
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
水
無
瀬
殿
の
画
期
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
後
鳥
羽
の
都
市
政
策

が
大
き
く
変
化
す
る
第
一
歩
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
既
述
の
通
り
承
久
二
年

（
一
二
二
〇
）
十
月
に
は
、
白
河
地
域
の
最
勝
四
天
王
院
を
壊
ち
て
五
辻
殿
に
移
築
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
数
年
の
間
に
、
白
河
院
・
鳥
羽
院
が
開
発
し
た
鳥
羽
殿

や
白
河
地
域
の
機
能
低
下
が
決
断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
代
の
院
が
開
発
し
た

複
数
の
平
安
京
周
縁
地
域
を
多
角
的
に
経
営
す
る
と
い
う
後
鳥
羽
の
都
市
政
策
は
、

建
保
五
年
（
一
二
一
七
）
頃
か
ら
水
無
瀬
殿
の
機
能
を
重
点
化
す
る
よ
う
に
変
化
し
た

の
で
あ
る
。結

平
安
時
代
後
期
、
白
河
院
・
鳥
羽
院
は
白
河
地
域
と
鳥
羽
殿
を
開
発
し
た
が
、
後

白
河
院
は
そ
れ
ら
を
重
視
せ
ず
、
新
た
に
法
住
寺
殿
を
開
発
し
た
。
後
白
河
院
は
、

合
戦
・
内
乱
が
継
起
す
る
政
治
情
勢
の
な
か
で
、「
武
の
空
間
」
と
い
う
性
格
を
持
つ

鳥
羽
殿
の
掌
握
が
不
十
分
で
あ
り
、
平
家
や
鎌
倉
幕
府
と
の
近
さ
を
維
持
す
る
必
要
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も
あ
っ
た
。

そ
の
後
を
う
け
た
後
鳥
羽
院
は
、
前
代
の
院
の
都
市
を
否
定
せ
ず
、
し
か
し
特
定

の
院
の
路
線
を
継
承
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
水
無
瀬
殿
を
加
え
て
、
複
数
の
平

安
京
周
縁
地
域
を
多
角
的
に
経
営
し
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
後
白
河
院
政
期
に
比

し
て
後
鳥
羽
の
権
力
が
強
大
で
京
都
の
政
治
情
勢
が
安
定
し
て
い
た
点
が
あ
げ
ら
れ

る
。
内
乱
期
に
平
家
が
安
徳
天
皇
を
伴
っ
て
西
走
し
た
た
め
、
後
鳥
羽
は
幼
く
し
て

践
祚
し
、
後
白
河
の
後
継
者
と
し
て
膨
大
な
天
皇
家
領
を
継
承
し
、
院
政
を
し
く
こ

と
を
予
定
し
て
成
長
し
た
。
院
政
の
主
と
し
て
、
近
衛
家
・
九
条
家
な
ど
上
級
貴
族

の
勢
力
均
衡
策
に
よ
る
貴
族
社
会
の
統
制
に
成
功
し㉚
、
京
で
は
後
鳥
羽
に
対
抗
で
き

る
権
門
が
不
在
と
な
っ
た
。
鎌
倉
の
源
実
朝
に
対
す
る
優
位
の
も
と
で
良
好
な
関
係

を
築
き
、
在
京
武
士
の
組
織
・
動
員
に
よ
る
京
の
治
安
の
安
定
を
回
復
し
た
。
後
白

河
と
は
異
な
り
、特
定
地
域
「
の
み
」
を
拠
点
と
す
る
必
要
性
が
な
く
な
っ
た
結
果
、

後
鳥
羽
は
前
代
以
来
の
複
数
の
平
安
京
周
縁
地
域
を
維
持
し
、
さ
ら
に
そ
の
外
部
ま

で
権
力
を
及
ぼ
す
余
裕
が
あ
り
、
水
無
瀬
殿
を
開
発
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
都

市
政
策
は
前
代
の
院
と
は
異
な
る
独
自
の
路
線
で
あ
っ
た
。

や
が
て
こ
う
し
た
都
市
政
策
に
も
変
化
が
表
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
建
保
五
年

（
一
二
一
七
）
二
月
の
鳥
羽
殿
か
ら
水
無
瀬
殿
へ
の
魚
市
の
移
設
、
そ
し
て
承
久
二
年

（
一
二
二
〇
）
十
月
の
白
河
か
ら
五
辻
殿
へ
の
最
勝
四
天
王
院
の
移
築
で
あ
る
。
前
代

の
院
が
開
発
し
た
複
数
の
平
安
京
周
縁
地
域
を
多
角
的
に
経
営
す
る
と
い
う
後
鳥
羽

の
都
市
政
策
は
、
水
無
瀬
殿
に
集
約
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

承
久
の
乱
に
敗
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
前
後
数
年
の
史
料
が
僅
少
な
た
め
、
後

鳥
羽
の
真
意
に
は
未
詳
の
点
も
残
り
、
彼
の
構
想
が
ど
こ
ま
で
実
現
し
た
か
も
検
討

の
余
地
が
あ
る
。
た
だ
し
、
後
鳥
羽
が
初
め
て
水
無
瀬
殿
に
赴
い
て
か
ら
二
十
年
間

の
都
市
と
し
て
の
蓄
積
に
加
え
て
、
建
保
五
年
以
降
は
鳥
羽
殿
や
白
河
地
域
に
割
か

れ
て
い
た
都
市
の
開
発
・
維
持
の
資
源
が
こ
こ
に
集
約
さ
れ
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、

水
無
瀬
殿
も
ま
た
、
権
門
都
市
・
院
政
王
権
都
市
の
系
譜
に
位
置
付
け
て
よ
い
と
考

え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
検
討
で
き
な
か
っ
た
が
、
今
後
は
、
洛
中
御
所
や
承
久
元
年

に
消
失
し
た
大
内
裏
の
再
建
と
あ
わ
せ
て
、
後
鳥
羽
の
都
市
政
策
の
解
明
を
進
め
て

ゆ
き
た
い
。

承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
四
月
の
順
徳
か
ら
仲
恭
へ
の
天
皇
交
代
、そ
し
て
同
年
五

月
の
伊
賀
光
季
・
北
条
義
時
の
追
討
へ
と
、
後
鳥
羽
の
大
が
か
り
な
「
政
治
」
が
具

体
化
す
る
。
し
か
し
後
鳥
羽
は
承
久
の
乱
に
敗
れ
、
隠
岐
に
流
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

後
鳥
羽
は
京
に
帰
る
こ
と
な
く
、
暦
仁
二
年
（
一
二
三
九
）
二
月
廿
二
日
、
隠
岐
で
没

し
た
。
世
を
去
る
直
前
の
後
鳥
羽
が
水
無
瀬
信
成
に
あ
て
た
書
状
に
は
、
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
る
。

史
料
2　

暦
仁
二
年
（
一
二
三
九
）
二
月
十
日
「
後
鳥
羽
上
皇
書
状
案
」（
三
条
西
家
文

書
。『
鎌
倉
遺
文
』
八
―
五
三
八
三
）

…
…
大
方
い
つ
そ
や
も
仰
ら
れ
し
様
に
、
時
を
失
た
る
身
に
て
、
在
洛
返
々
あ

し
き
事
也
。
い
つ
も
只
水
無
瀬
に
居
住
し
て
、
我
後
生
を
訪
は
ん
外
、
又
他
事

あ
る
へ
か
ら
す
。
ゆ
め
〳
〵
を
こ
た
る
事
な
か
れ
。
所
詮
我
子
孫
の
治
天
に
あ

ら
す
ハ
、
信
成
・
親
成
か
後
葉
、
二
た
ひ
朝
庭
に
不
可
仕
よ
し
存
也
。
な
か
く

此
分
を
心
得
て
、
子
孫
に
も
申
置
へ
き
な
り
。
け
に
術
尽
事
ハ
い
く
た
ひ
も
、

只
鎌
倉
へ
歎
い
ふ
へ
き
也
。
よ
も
な
を
さ
り
の
計
ハ
せ
し
と
覚
ゆ
る
そ
、
信
成

み
な
存
知
し
た
る
様
に
、
水
無
瀬
を
ハ
、
昔
よ
り
我
ふ
か
く
心
を
と
め
た
る
所

也
。
今
親
成
に
仰
ら
れ
置
も
其
故
也
。
相
構
て
人
に
け
あ
ら
さ
れ
す
、
あ
さ
ま

な
ら
ぬ
様
に
て
あ
る
へ
き
也
。
鎌
倉
よ
り
地
頭
を
も
の
け
、
…
…

後
鳥
羽
は
水
無
瀬
信
成
・
親
成
の
子
孫
に
水
無
瀬
で
自
身
の
後
生
を
弔
う
こ
と
を

望
ん
で
い
た
。
白
河
・
鳥
羽
が
墓
所
と
し
た
鳥
羽
殿
や
後
白
河
が
墓
所
と
し
た
法
住

寺
殿
の
先
例
を
踏
ま
え
れ
ば
、
後
鳥
羽
は
水
無
瀬
に
墓
所
を
置
く
こ
と
を
希
望
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。し
か
し
後
鳥
羽
に
自
ら
の
墓
所
の
地
を
決
め
る
権
限
は
な
く
、

隠
岐
で
火
葬
さ
れ
た
の
ち
、
遺
骨
は
山
城
国
大
原
へ
移
さ
れ
、
そ
こ
に
建
立
さ
れ
た

法
華
堂
に
納
骨
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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注
（
副
題
は
基
本
的
に
省
略
し
た
が
、
一
部
の
も
の
に
つ
い
て
は
残
し
た
）

①　

数
多
く
の
成
果
の
な
か
で
も
、
髙
橋
昌
明
編
『
院
政
期
の
内
裏
・
大
内
裏
と
院
御

所
』（
文
理
閣
、
二
〇
〇
六
年
）
が
研
究
水
準
を
示
す
論
集
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

②　

美
川
圭
Ａ
「
鳥
羽
殿
の
成
立
」（
上
横
手
雅
敬
編
『
中
世
公
武
権
力
の
構
造
と
展
開
』

吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
一
年
）。
美
川
圭
Ｂ
「
中
世
成
立
期
の
京
都
」（『
日
本
史
研
究
』

四
七
六
、
二
〇
〇
二
年
）。
美
川
圭
Ｃ
「
京
・
白
河
・
鳥
羽
」（
元
木
泰
雄
編
『
日
本
の

時
代
史　

七　

院
政
の
展
開
と
内
乱
』
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
二
年
）。
美
川
圭
Ｄ
「
鳥

羽
殿
と
院
政
」（
注
①
髙
橋
編
書
、二
〇
〇
六
年
）。
美
川
圭
Ｅ
「
院
政
期
の
京
都
と
白

河
・
鳥
羽
」（
西
山
良
平
・
鈴
木
久
男
編
『
古
代
の
都　

三　

恒
久
の
都　

平
安
京
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）。

 

　

な
お
、
美
川
氏
の
「
権
門
都
市
」
論
を
理
解
す
る
際
に
、
美
川
Ｂ
論
考
で
は
荘
園
制

と
の
関
わ
り
や
平
安
後
期
の
京
周
縁
に
特
有
と
い
う
論
点
が
提
示
さ
れ
て
い
た
が
、美

川
Ｅ
論
考
で
は
そ
れ
ら
の
主
張
が
弱
ま
っ
て
い
る
点
、注
意
を
要
す
る
。
筆
者
が
本
稿

の
原
形
と
な
る
「
院
政
の
展
開
と
水
無
瀬
」
を
口
頭
報
告
し
た
平
安
京
・
京
都
研
究
集

会〈
後
鳥
羽
院
の
権
門
都
市　

水
無
瀬
〉（
於 

大
山
崎
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー
、二
〇
一
八

年
九
月
十
六
日
）
の
討
論
の
際
の
美
川
氏
の
発
言
に
よ
れ
ば
、「
今
は
も
う
少
し
ゆ
る

く
考
え
て
い
る
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

③　

山
田
邦
和
Ａ
「
中
世
都
市
京
都
の
変
容
」（
同
『
京
都
都
市
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
〇
九
年
。
初
出
一
九
九
八
年
）。
山
田
邦
和
Ｂ
「
院
政
王
権
都
市
嵯
峨
の
成

立
と
展
開
」（
同
『
日
本
中
世
の
首
都
と
王
権
都
市
』
文
理
閣
、
二
〇
一
二
年
。
初
出

二
〇
〇
五
・
二
〇
〇
七
年
）。

④　

注
②
美
川
Ｅ
論
文
二
〇
九
頁
。
な
お
美
川
氏
が
「
最
勝
金
剛
院
」
と
す
る
の
は
、最

勝
四
天
王
院
の
誤
記
か
と
思
わ
れ
る
。

⑤　

大
山
崎
町
歴
史
資
料
館（
福
島
克
彦
執
筆
）『
河
陽
離
宮
と
水
無
瀬
離
宮
』二
〇
一
五

年
。

⑥　

比
較
的
最
近
の
も
の
で
豊
田
氏
自
身
の
既
刊
論
文
の
成
果
を
詳
細
に
踏
ま
え
た
論

考
と
し
て
、豊
田
裕
章
「
水
無
瀬
殿
（
水
無
瀬
離
宮
）
の
都
市
史
な
ら
び
に
庭
園
史
的

意
義
」（『
中
世
庭
園
の
研
究
』
奈
良
文
化
財
研
究
所
、二
〇
一
六
年
）、豊
田
裕
章
「
後

鳥
羽
上
皇
の
水
無
瀬
離
宮
（
水
無
瀬
殿
）
の
構
造
と
そ
の
選
地
設
計
思
想
に
つ
い
て
」

（
武
田
時
昌
・
麥
文
彪
編
『
天
と
地
の
科
学
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、二
〇
一
九

年
）
等
が
あ
る
。
以
下
、
豊
田
氏
の
見
解
は
上
記
に
よ
る
。
ま
た
、
政
治
制
度
を
視
野

に
入
れ
た
空
間
論
と
し
て
、
豊
田
裕
章
「
後
鳥
羽
上
皇
の
水
無
瀬
殿
（
水
無
瀬
離
宮
）

に
お
け
る
政
務
の
裁
定
に
つ
い
て
」（『
古
代
文
化
』
七
一
―
四
、
二
〇
二
〇
年
）
が
あ

る
。

⑦　
『
仙
洞
御
移
徙
部
類
記
』
所
収
『
三
中
記
』
承
元
二
年
（
一
二
〇
八
）
七
月
十
九
日

条
。
上
横
手
雅
敬
「
幕
府
と
京
都
」（
同
『
鎌
倉
時
代
政
治
史
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
一
年
。
初
出
一
九
七
一
年
）。
赤
羽
洋
輔「
後
鳥
羽
院
の
御
所
に
つ
い
て
」（『
政

治
経
済
史
学
』
一
六
五
、
一
九
八
〇
年
）。

⑧　

十
二
世
紀
に
お
け
る
摂
関
家
の
権
門
都
市
と
し
て
の
性
格
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
宇

治
に
つ
い
て
も
、「
そ
の
後
」
の
研
究
は
不
十
分
だ
が
、
長
村
祥
知
「
後
白
河
院
・
後

鳥
羽
院
の
政
治
と
文
化
」（
宇
治
市
源
氏
物
語
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
編
『
光
源
氏
に
迫
る
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
年
）
で
、
保
元
の
乱
後
か
ら
十
三
世
紀
前
半
ま
で
は
後
白
河

院
・
後
鳥
羽
院
が
主
導
し
て
院
・
摂
関
家
が
断
続
的
に
宇
治
に
関
与
し
て
い
た
と
い
う

見
通
し
を
述
べ
た
。

⑨　

個
別
の
芸
能
に
後
鳥
羽
を
位
置
付
け
た
論
稿
は
多
い
が
、後
鳥
羽
の
芸
能
の
全
体
像

を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
目
崎
徳
衛
『
史
伝
後
鳥
羽
院
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一

年
）、辻
浩
和
「
後
鳥
羽
と
〈
遊
女
〉」（
同
『
中
世
の
〈
遊
女
〉』
京
都
大
学
学
術
出
版

会
、
二
〇
一
七
年
。
初
出
二
〇
〇
七
・
二
〇
〇
八
年
）
が
重
要
で
あ
る
。

⑩　

谷
昇
『
後
鳥
羽
院
政
の
展
開
と
儀
礼
』（
思
文
閣
出
版
、二
〇
一
〇
年
）。
長
村
祥
知

「
書
評　

谷
昇
著『
後
鳥
羽
院
政
の
展
開
と
儀
礼
』」（『
古
文
書
研
究
』七
三
、
二
〇
一
二

年
）
も
参
照
。

⑪　

白
井
克
浩
「
鎌
倉
期
公
家
政
治
機
構
の
形
成
と
展
開
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

一
五
八
、
一
九
九
八
年
）。
白
根
靖
大
『
中
世
の
王
朝
社
会
と
院
政
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
〇
年
）。
美
川
圭『
院
政　

増
補
版
』中
公
新
書
、二
〇
二
一
年
。
原
版
二
〇
〇
六

年
）。
長
村
祥
知
『
中
世
公
武
関
係
と
承
久
の
乱
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
一
五
年
）
等
。

⑫　

注
①
『
院
政
期
の
内
裏
・
大
内
裏
と
院
御
所
』
所
収
の
川
本
重
雄
「
続
法
住
寺
殿
の

研
究
」、
上
村
和
直
「
法
住
寺
殿
の
考
古
学
的
検
討
」、
山
田
邦
和
「
後
白
河
天
皇
陵
と

法
住
寺
殿
」、
野
口
実
「
法
住
寺
殿
成
立
の
前
提
と
し
て
の
六
波
羅
」、
高
橋
一
樹
「
六

条
殿
長
講
堂
の
機
能
と
荘
園
群
編
成
」、上
島
享
「「
六
勝
寺
」
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的

意
義
」、
堀
内
明
博
「
白
河
街
区
に
お
け
る
地
割
と
そ
の
歴
史
的
変
遷
」、
美
川
圭
「
鳥

羽
殿
と
院
政
」（
注
②
美
川
Ｄ
論
文
）、大
村
拓
生
「
鳥
羽
殿
と
交
通
」、前
田
義
明
「
鳥
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羽
離
宮
跡
の
発
掘
調
査
」
と
、
土
橋
誠
「
白
河
・
鳥
羽
」（
佐
藤
信
編
『
古
代
史
講
義

【
宮
都
篇
】』
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
二
〇
年
）
を
参
照
し
た
が
、
繁
雑
と
な
る
た
め
以
下

で
は
一
々
の
注
記
は
省
略
す
る
。

⑬　

渡
邉
裕
美
子
「
後
鳥
羽
院
関
連
名
所
絵
」（
同
『
新
古
今
時
代
の
表
現
方
法
』
笠
間

書
院
、
二
〇
一
〇
年
。
初
出
一
九
九
六
年
）。
𠮷
野
朋
美
「
後
鳥
羽
院
御
所
の
空
間
的

特
質
（
二
）
│
最
勝
四
天
王
院
を
め
ぐ
っ
て
│
」（
同
『
後
鳥
羽
院
と
そ
の
時
代
』
笠

間
書
院
、
二
〇
一
五
年
。
初
出
一
九
九
六
年
）。

⑭　

後
鳥
羽
は
、
法
勝
寺
執
行
の
章
玄
が
承
元
二
年
（
一
二
〇
八
）
に
没
し
た
後
、
近
臣

僧
の
尊
長
を
執
行
に
補
任
し
て
い
る
（『
明
月
記
』
五
月
十
八
日
条
）。
建
保
三
年

（
一
二
一
五
）
五
月
「
後
鳥
羽
上
皇
逆
修
進
物
注
文
写
」（
伏
見
宮
記
録
利
五
八
。『
鎌

倉
遺
文
』
四
―
二
一
六
二
）
に
よ
れ
ば
、尊
長
は
さ
ら
に
蓮
華
王
院
（
法
住
寺
殿
に
所

在
）・
歓
喜
光
院
（
白
河
に
所
在
）・
最
勝
四
天
王
院
の
執
行
で
も
あ
っ
た
。
遠
藤
基
郎

「
天
皇
家
御
願
寺
の
執
行
・
三
綱
」（
同
『
中
世
王
権
と
王
朝
儀
礼
』
東
京
大
学
出
版

会
、
二
〇
〇
八
年
。
初
出
二
〇
〇
五
年
）
は
、
執
行
が
そ
れ
ら
寺
院
の
仏
寺
運
営
や
荘

園
管
理
な
ど
の
実
質
的
な
経
営
責
任
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。こ
の
こ
と

を
踏
ま
え
れ
ば
、
後
鳥
羽
は
、
平
安
京
周
縁
地
域
の
宗
教
施
設
を
と
り
ま
と
め
る
存
在

と
し
て
尊
長
を
重
視
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

⑮　
『
百
練
抄
』
承
久
元
年
七
月
十
九
日
条
に
「
最
勝
四
天
王
院
、
自
白
川
被
渡
御
五
辻

殿
事
始
也
」
と
あ
り
、承
久
二
年
十
月
十
八
日
条
に
「
最
勝
四
天
王
院
上
棟
云
々
」
と

あ
る
。『
門
葉
記
』
に
は
承
久
二
年
十
月
四
日
の
こ
と
と
し
て
「
最
勝
四
天
王
院
被
壊

之
」
と
あ
る
。『
大
日
本
史
料
』
四
編
十
五
冊
一
七
二
頁
。

⑯　

鴇
田
泉
「
流
鏑
馬
行
事
の
成
立
」（『
お
茶
の
水
女
子
大
学
人
文
科
学
紀
要
』

四
〇
、
一
九
八
七
年
）。
横
澤
大
典
「
白
河
・
鳥
羽
院
政
期
に
お
け
る
京
都
の
軍
事
警

察
制
度
」（『
古
代
文
化
』
五
四
―
一
二
、
二
〇
〇
二
年
）。

⑰　

注
⑯
鴇
田
論
文
。
齋
藤
拓
海
「
城
南
寺
祭
の
基
礎
的
考
察
」（『
九
州
史
学
』

一
五
五
、
二
〇
一
〇
年
）。

⑱　
『
猪
隈
関
白
記
』
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
三
月
廿
四
日
条
。『
明
月
記
』
建
永
元
年

（
一
二
〇
六
）
八
月
五
日
条
・
承
元
元
年
（
一
二
〇
七
）
四
月
六
日
条
。

⑲　

慈
光
寺
本
『
承
久
記
』
は
仏
事
守
護
の
た
め
と
し
、流
布
本
『
承
久
記
』
は
流
鏑
馬

の
た
め
と
す
る
。

⑳　

大
村
拓
生
「
鳥
羽
と
鳥
羽
殿
」（
同
『
中
世
京
都
首
都
論
』
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
六

年
。
初
出
二
〇
〇
〇
年
）
は
、
鎌
倉
時
代
中
期
の
西
園
寺
家
と
の
類
似
か
ら
、
平
安
後

期
に
は
平
家
が
鳥
羽
殿
を
管
理
し
た
と
す
る
。
長
村
祥
知「
中
世
前
期
の
在
京
武
力
と

公
武
権
力
」（『
日
本
史
研
究
』
六
六
六
、
二
〇
一
八
年
）
で
は
、鳥
羽
院
政
期
の
藤
原

家
成
、
後
白
河
院
政
期
の
藤
原
信
頼
・
一
条
家
、
後
鳥
羽
院
政
期
の
坊
門
家
に
つ
い
て

も
同
様
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。以
下
の
院
御

別
当
の
在
任
状
況
は
拙
稿

参
照
。

㉑　

西
谷
功
「
承
久
の
乱
前
後
に
お
け
る
宋
文
化
の
ひ
ろ
が
り
と
京
洛
東
山
」（
京
都
文

化
博
物
館
企
画
・
編
集
〈
長
村
祥
知
編
〉『
よ
み
が
え
る
承
久
の
乱
』
京
都
文
化
博
物

館
・
読
売
新
聞
社
、
二
〇
二
一
年
）。

 

　

建
仁
寺
は
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
建
立
。
泉
涌
寺
は
、
承
久
元
年
（
一
二
一
九
）

十
月
に
俊

が
執
筆
し
た
「
勧
縁
疏
」
が
翌
年
二
月
に
後
鳥
羽
に
献
上
さ
れ
、後
鳥
羽

は
そ
の
趣
旨
に
賛
同
し
て
資
材
を
奉
加
し
、伽
藍
は
承
久
の
乱
を
は
さ
ん
で
嘉
禄
二
年

（
一
二
二
六
）
に
完
成
し
た
。
西
谷
功
「
37
泉
涌
寺
勧
縁
疏
写
」（
前
掲
『
よ
み
が
え
る

承
久
の
乱
』）
参
照
。

㉒　

高
橋
慎
一
朗
「「
武
家
地
」
六
波
羅
の
成
立
」（
同
『
中
世
の
都
市
と
武
士
』
吉
川
弘

文
館
、
一
九
九
六
年
。
一
九
九
一
年
）
三
八
頁
が
「「
平
氏
の
六
波
羅
」
は
「
幕
府
の

六
波
羅
」
に
移
行
し
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
学
び
、
表
現
を
私
に
少
し
改
め
た
。

㉓　

長
村
祥
知
「
後
鳥
羽
院
政
期
の
在
京
武
士
と
院
権
力
」（
同
『
中
世
公
武
関
係
と
承

久
の
乱
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
。
初
出
二
〇
〇
八
年
）。

㉔　

木
村
英
一
「
新
日
吉
社
小
五
月
会
と
院
・
鎌
倉
幕
府
」（
同
『
鎌
倉
時
代
公
武
関
係

と
六
波
羅
探
題
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
六
年
。
初
出
二
〇
一
一
年
）。

㉕　
『
明
月
記
』
正
月
十
日
条
・
二
月
八
日
条
・
二
月
九
日
条
・
二
月
二
十
四
日
条
。

㉖　

後
鳥
羽
の
淀
川
流
域
で
の
遊
興
や
移
動
は
、「
淀
川
流
域
関
係
史
料
集
Ⅱ
」（『
新
修

摂
津
市
史　

史
料
と
研
究
』
四
、
二
〇
一
九
年
）
に
特
徴
的
な
史
料
が
収
録
さ
れ
る
。

そ
の
解
説
と
し
て
、曽
我
部
愛
「
中
世
初
期
淀
川
流
域
の
動
向
と
寺
社
参
詣
」（『
新
修

摂
津
市
史　

史
料
と
研
究
』
四
、
二
〇
一
九
年
）
参
照
。

㉗　
『
明
月
記
』
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
二
月
廿
三
日
条
。

㉘　
『
明
月
記
』
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
五
月
十
四
日
条
（
Ａ
）。『
明
月
記
』
建
仁
三

年
八
月
廿
六
日
条
（
Ｂ
）。『
明
月
記
』
建
仁
三
年
十
月
十
日
条
（
Ｃ
）。『
明
月
記
』
元

久
二
年
（
一
二
〇
五
）
四
月
廿
七
日
条
（
Ｄ
）。『
明
月
記
』
元
久
二
年
五
月
廿
七
日
条

（
Ｅ
）。
片
野
は
狩
や
遊
覧
を
楽
し
む
場
で
（
Ａ
・
Ｅ
）、
渚
院
に
は
宿
泊
で
き
る
施
設
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が
あ
っ
た
（
Ｄ
・
Ｅ
）。

㉙　

大
村
拓
生
「
淀
と
淀
川
交
通
」（
同
『
中
世
京
都
首
都
論
』
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
六

年
。
初
出
二
〇
〇
〇
・
二
〇
〇
二
年
）。

㉚　

注
⑦
上
横
手
論
文
、
佐
伯
智
広
「
中
世
貴
族
社
会
に
お
け
る
家
格
の
成
立
」（
上
横

手
雅
敬
編
『
鎌
倉
時
代
の
権
力
と
制
度
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）。

﹇
付
記
﹈
本
稿
は
公
益
財
団
法
人
髙
梨
学
術
奨
励
基
金
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る

（
富
山
大
学
人
文
学
部
講
師
）


